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  山 形 青色 申 告会  
  

（非売品）発 行 指導企画委員会 

令和4年10月1日  第 号 

会館を会場に、午後の部が上山市体育文化セ

ンターを会場に説明会を開催予定なので、 

別紙「《消費税インボイス制度についての説明

会開催のご案内》」を参照し、出席の場合は 

予約をいただきたい。（予約方法は別紙参照） 

 

 

 

 

電子帳簿保存法とは、国税関係帳簿書類（現

金出納帳、仕入帳など）は原則、紙での保存が

義務づけられていたが、一定の要件を満たせ

ば、電子データでの保存を可能とすることと、

電子メールなどでやり取りした取引情報の保

存を義務化するなどを決めた法律である。令

和４年１月１日に改正されたが、データなど

の保存要件への対応が困難な事業者に対して

は、２年間の猶予期間が設けられ、令和６年 

１月１日から完全義務化となる。 

 電子帳簿保存法の区分は、①電子帳簿等保

存…「ブルーリターンＡ」などの会計ソフト等

パソコンを使用して帳簿や取引書類を作成、

保存 ②スキャナ保存…取引関係書類を画像

データで保存 ③電子取引…メールやインタ

ーネットを介してやり取りした取引情報をデ

ータで保存 の３種類である。 

 現在、税務署に届出等は必要なく、開始でき

る。事業所は完全義務化に向け、対応を求めら

れる。当会では今後、 

説明会の開催を予定 

している。 

 

消費税インボイス制度については、会員の

みなさまに、機関誌「BLUE RETURN 青色申告」、

国税庁作成のパンフレットを配布し、広報周

知を行った。また、６月、７月、９月と山形税

務署職員を講師に迎え、山形青色申告会館を

会場に説明会を開催した。新型コロナ感染症

拡大防止の観点から、各定員３０名としてい

るため、毎回定員通りの出席をいただいた。    

事業所によっては、令和５年１０月から、 

インボイスの登録をしないと、売上先が消費

税納付額を計算する際に仕入税額控除ができ

ないため、売上先の消費税納付額が大きくな

るなど不都合が生じる。消費税免税事業者で

あっても、インボイスの登録をすることによ

り、 課税事業者となり、消費税の申告と納付

を要する。また、記帳が煩雑になるなどの課題

が多い。 

取引の内容によっては、インボイスが不要

の場合があるので、ご自身の事業実態に合わ

せて、インボイス発行事業者の登録を受ける

かを検討いただきたい。登録を受けるかどう

かは事業者の任意である。（当会では、消費税

課税事業者の場合、年会費１５,０００円に加

え、特別会費３,０００円をいただいている） 

当会の説明会開催日時に都合が悪く出席で

きない場合は、税務署で説明会を開催してい

る。国税庁のホームページに日程を掲載して

いるので、確認し、都合が合えば出席いただき

たい。出席の場合は予約が必要である。 

当会では、１０月２５日(火)に山形税務署

職員を講師に迎え、午前の部が山形青色申告 



  

 

 

①不審なショートメッセージやメールにご注

意ください。 

 現在、国税庁をかたるショートメッセージ

及びメールから国税庁ホームページになりす

ました偽のホームページへ誘導する事例が見

つかっています。 

 国税庁（国税局、税務署を含む）では、ショ

ートメッセージによる案内を送信しておりま

せん。また、国税の納付を求める旨や、差押え

の執行を予告する旨のショートメッセージや

メールも送信しておりません。 

 不審なショートメッセージやメールを受信

した場合や、国税庁ホームページをかたるサ

イトを発見した場合には、アクセスすると被

害を受けるおそれがありますので、アクセス

しないようご注意ください。 

 国 税 庁 ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス は 、

https://www.nta.go.jp/です。 

②「決算のしかた」の説明動画の掲載について 

 税務署では、本年度も個人事業者の方を対

象とした決算説明会につきまして、新型コロ

ナウイルス感染症の感染状況等各般の事情を

総合勘案し、開催を見合わせました。 

 つきましては、説明会の開催に替えて、決算

の方法・注意点等を説明する動画「決算のしか

た（青色申告編・白色申告編・農業所得編）」

を YouTube 国税庁動画チャンネルに掲載して

お り ま す の で 、 是 非 ご 覧 く だ さ い 。    

（「国税庁動画 決算」で検索！） 

 

  

 

 

令和５年４月に施行される山形県議会議員

選挙に立候補予定の奥山誠治氏（山形県議会

議員山形市区）と遠藤寛明氏（山形県議会議員

上山市区）の推薦を９月１５日に開催した常

任理事会に於いて満場一致で決定した。常任

理事会に両氏が出席し、決意表明いただいた。 
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 今年も山形県青色申告会連合会の事業の一

環として、７月１３日(水)、１４日(木)の２日

間、健康診断の「青色ドック」を開催した。  

１３日は上山市体育文化センターを会場に 

１７名、１４日は山形青色申告会館を会場に

２０名の受診があった。 

 健康診断は、生活習慣病などの病気を早期

発見し、早期治療はもちろんのこと、病気の予

防も目的とされている。まだ今年受診されて

いない方は、山形健康管理センターで「青色健

診」を行っている。詳細は、すでに配布されて

いる「健康診断・人間ドックのお知らせ」をご

覧いただくか、当会にお問い合わせいただき

たい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社山形青色申告会館の株主総会は、

７月決算のため、毎年９月に当会館で開催し

ていたが、コロナ禍のため、３年連続の書面で

の開催となった。議事はすべて可決された。任

期満了による役員改選の件は、取締役全員を

再任し、取締役会において、代表取締役に大沼

元一氏が再任された。 

今年は、２年に１度の配当金が株主に支払

われる。「１株５,０００円につき、５％の  

２５０円（源泉所得税・復興特別所得税が差し

引かれる）」 

当社の株を購入したい方は、山形青色申告

会へ申し出いただきたい。（取締役会で承認後

売却される） 

 


